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 危険運転致死傷罪に関する主な裁判例

 （自動車運転死傷処罰法第２条第１号又は第２号に係るもの ）（※）

（※）平成２５年法律第８６号による改正前の刑法第２０８条の２第１項に係るものを含

 む。

 

自動車運転死傷処罰法第２条第１号に係るもの（平成２５年法律第８６号による改正前の

 刑法第２０８条の２第１項後段に係るものを含む ）。

 ○　最高裁決定平成２３年１０月３１日（最高裁判所刑事判例集６５巻７号１１３８頁）

　「刑法２０８条の２第１項前段における「アルコールの影響により正常な運転が困難

な状態」であったか否かを判断するに当たっては、事故の態様のほか、事故前の飲酒量

及び酩酊状況、事故前の運転状況、事故後の言動、飲酒検知結果等を総合的に考慮すべ

 きである （中略）。

　刑法２０８条の２第１項前段の「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」

とは、アルコールの影響により道路交通の状況等に応じた運転操作を行うことが困難な

心身の状態をいうと解されるが、アルコールの影響により前方を注視してそこにある危

 険を的確に把握して対処することができない状態も、これに当たるというべきである。

　そして、前記検討したところによれば、本件は、飲酒酩酊状態にあった被告人が直進

道路において高速で普通乗用自動車を運転中、先行車両の直近に至るまでこれに気付か

ず追突し、その衝撃により同車両を橋の上から海中に転落・水没させ、死傷の結果を発

生させた事案であるところ、追突の原因は、被告人が被害車両に気付くまでの約８秒間

終始前方を見ていなかったか又はその間前方を見てもこれを認識できない状態にあった

かのいずれかであり、いずれであってもアルコールの影響により前方を注視してそこに

ある危険を的確に把握して対処することができない状態にあったと認められ、かつ、被

告人にそのことの認識があったことも認められるのであるから、被告人は、アルコール

の影響により正常な運転が困難な状態で自車を走行させ、よって人を死傷させたものと

 いうべきである 」。

 

 ○　東京高裁判決令和４年２月２２日（高等裁判所刑事裁判速報集令和４年９１頁）

　「所論は、①危険運転致死傷罪における「アルコールの影響」とは、専ら又は少なく

、とも主としてアルコールの影響による場合でなければならないというべきであるところ

本件においては、長時間の睡眠不足、前日の長時間勤務の疲労、不規則勤務による睡眠

リズムの乱れというアルコールと関係のない要因が複数存在し、それに比べてアルコー
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ルの影響は仮にあったとしても主要なものとはいえず、被告人が仮睡状態に陥ったこと

について専ら又は主としてアルコールが影響していたことの証明はないから、危険運転

致死傷罪の成立を認めることはできない、②被告人はアルコールを飲んでいなくても長

時間の睡眠不足や疲労によって運転中に仮睡状態に陥っていたと考えられ、その可能性

は皆無であるとの検察官の立証はされていないから、結局、睡眠不足もあいまってアル

コールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させたとも評価できず、い

 ずれにしても本件は危険運転致死傷罪の成立を認めるべき事案ではない、と主張する。

　しかし、①については、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態と認められ

るためには、その状態が専ら又は主としてアルコールの影響によることまでを要するも

のではなく、正常な運転が困難な状態であることについてアルコールの影響が実質的に

認められる場合であれば、他の原因と競合して正常な運転が困難な状態となったのであ

っても危険運転致死傷罪が成立すると解すべきであり、そうであるとすると、②につい

ては、飲酒していなくても仮睡状態に陥った可能性が皆無であることまで立証される必

要はなく、前記のとおり、被告人が長時間眠らずにいたことや疲労のみならず、アルコ

ールによる相当強い影響があって仮睡状態に陥ったと合理的に認定することができるか

 ら、所論は採用できない 」。
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自動車運転死傷処罰法第２条第２号に係るもの（平成２５年法律第８６号による改正前の

 刑法第２０８条の２第１項前段に係るものを含む ）。

○　東京高裁判決平成２２年１２月１０日（高等裁判所刑事裁判速報集平成２２年１０５

 頁）

　「刑法２０８条の２第１項後段の「進行を制御することが困難な高速度」とは、速度

が速すぎるため自車を道路の状況に応じて進行させることが困難な速度をいい、具体的

、 、 、 、には そのような速度での走行を続ければ 道路の形状 路面の状況などの道路の状況

車両の構造、性能等の客観的事実に照らし、あるいは、ハンドルやブレーキの操作のわ

ずかなミスによって、自車を進路から逸脱させて事故を発生させることになるような速

度をいうと解される。これを本件についてみると、被告人車の速度は、時速約９０キロ

メートルから１００キロメートルという本件カーブの限界旋回速度を超過してはいない

が、ほぼそれに近い高速度であったものである。また、本件事故は、被告人車が高速度

で本件カーブに進入したことに加えて、わずかにハンドルを右に切りすぎて内小回りと

なったことによって発生しているが、このハンドル操作のミスの程度はわずかであり、

しかも、本件では飲酒や脇見等の事実もなく、被告人がそのようなミスをしたのは、ひ

とえに、自車が高速度であったためであると考えられる。加えて、本件カーブを被告人

車と同じ方向に進行する４８台の車の速度を調査したところ、平均速度は時速約５３キ

ロメートルで、最高でも時速約７１キロメートルであったのであり（捜査報告書・原審

甲２２ 、被告人車の速度は、指定最高速度はもちろんのこと、他の車両の実勢速度と比）

較しても相当程度速かったといえる。以上の点にかんがみると、被告人車の速度は、本

、 、件カーブの限界旋回速度を超過するものではなかったが ほぼそれに近い高速度であり

そのような速度での走行を続ければ、ハンドル操作のわずかなミスによって自車を進路

、から逸脱させて事故を発生させることになるような速度であったというべきであるから

 進行を制御することが困難な高速度に該当すると認められる 」。

 

○　名古屋高裁判決令和３年２月１２日 高等裁判所刑事裁判速報集令和３年４６７頁 原（ ）（

 審は、津地裁令和２年６月１６日（判例時報２５１０号８７頁 ））

　「本件の争点として、①そのような特別な状況を進行制御困難性の判断要素とするこ

とが許されるか、②許されるとして被告人に故意（物理的な意味での進行制御困難性が

生ずる状況の認識・予見）があったかの２点が設定された。なお、争点①は、進行制御

、 、困難性の判断要素としてこれまでの実務で指摘されている車両速度 車両の構造・性能

道路の状況（道路の形状、路面の状況等）等の「道路の状況」という要素の中に、他の
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 走行車両の存在を含ませることができるか、という法解釈の問題が前提となっている。

　原判決は、争点①について、駐車車両や他の走行車両も、その存在に応じて被告人車

両の進路の幅が狭められるなどの客観的状況がある以上は道路の物理的な形状と同視で

き、殊更別異に解すべき理由はないとして、他の走行車両も「道路の状況」という要素

に含まれるとの解釈に立ち、他の車両の存在により被告人車両の通過できる進路の幅や

ルートが制限されたという特別な状況を進行制御困難性の判断要素とすることが許され

るとした。その上で、被害車両を含む他の走行車両の存在によって被告人車両が進行で

きる幅やルートが限定されたと認定し、幅やルートが限定されたそのような進路を時速

約１４６ｋｍもの高速度で進行させることは極めて困難であったとして被告人の行為が

 進行制御困難高速度での走行に該当するとした。

　他方で、争点②について、被告人に法２条２号所定の故意があったと認定するには合

理的疑いが残るとして主位的訴因である危険運転致死傷罪の成立を否定し、予備的訴因

である過失運転致死傷罪の成立を認めるにとどめ、同罪が定める最高刑である懲役７年

 を言い渡した （中略）。

　（注：法制審議会刑事法部会）第３回会議までの立法担当者側の説明及び参加委員か

らの意見や疑問といった議論状況も踏まえ、かつ、立法担当者側は、一方で駐車車両も

ある意味で道路のカーブと同視できると述べていることとの対比からすれば、個々の歩

行者や通行車両は進行制御困難性判断の考慮対象としては想定していない すなわち 道、 、「

路の状況」という要素の中に歩行者や走行車両は含まれないとの考えに立っていると理

 解するのが自然である （中略）。

　これまで述べてきた立法者意思の探索結果に加え、罪刑法定主義の要請である明確性

の原則の堅持、危険運転致死傷罪の創設趣旨との整合性等の検討を踏まえると、法２条

 ２号に関する原判決の解釈は是認できない。

　進行制御困難性の判断要素の一つである「道路の状況」という要素に、他の走行車両

は含まれないとの当裁判所の解釈によれば、被害車両を含む他の走行車両の存在は判断

対象外となる。したがって、他の走行車両によって自車の進路の幅やルートが制限され

 たか否かは問題となり得ない。

　そこで改めて本件の主位的訴因である危険運転致死傷罪の成否について検討するに、

本件公訴事実では、被告人が「その進行を制御することが困難な時速約１４６ｋｍの高

速度で自車を進行させたことにより、自車の進行を制御できず」被害車両と衝突したと

されている。すなわち、原審検察官は、被告人車両が被害車両と衝突したのは、被告人

が自車を制御できなくなった結果であると主張していることは明らかである。そしてこ
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こでいう「自車の進行を制御できず」とは、被告人が自車の動きをコントロールできな

くなったこと、すなわち、自車を進路から逸脱させたこと（タイヤと路面の摩擦力の低

下又は喪失により運転者の意図とは関係なく車両が横滑りや滑走して想定進路から外れ

 ること）を意味するものと解される。

　本件の事故状況についてみると、被告人は時速約１４６ｋｍの高速度で走行していた

ため、被害車両を発見した時点で、被害車両との車間距離が停止可能距離を既に割り込

んでおり、被害車両との接触を回避することは絶望的な状況であった。被告人は、自車

が被害車両付近に到達する頃までには被害車両が第３車線方向へ進出するであろうと予

想し、ハンドル・ブレーキ操作で被害車両との接触を回避しようと試み、それまで走行

、していた第３車線から第２車線に車線変更し被害車両の後方を通過しようとしたものの

もともと回避困難な状況であったことに加えて、被害車両が被告人の予想と異なり、第

 ２車線にとどまっていたこともあいまって、同車線上で衝突したものである （中略）。

　結局のところ、本件では、被告人車両が車線変更をしたことはあっても、衝突に至る

までの間に自車の進路から逸脱したことは証明されていたとはいえない。すなわち、原

審検察官が公訴事実の中で主張していた、被告人が自車の進行を制御できなかった事実

は証明されていなかったといわざるを得ない。また、衝突時の被告人車両の速度、被告

人車両の構造・性能、本件道路の状況などを踏まえてみても、被告人の行為が、法２条

２号の進行制御困難高速度に該当するとはいい難く、本件で危険運転致死傷罪の成立を

 認めることは困難である 」。

 

 


